
地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                     

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

 
 
 
  

 ～書き損じハガキ寄付のお願い！～ 

しまんと町社会福祉協議会では、ご家庭や会社に眠っている書き損じのハガキや、未

投函のハガキの寄付をお願いしております。ご寄付いただいたハガキは新しいものに交

換し、「ふれあい郵便」事業に活用させていただきます。  

相談日 場所 担当弁護士 
【時間】 
午後 1 時～午後 4 時 10 分 
1 日 4 組 1 組 40 分 
【受付】予約制 
（〆切：相談日の 1 週間前） 
【受付窓口】 
しまんと町社会福祉協議会本所 
（電話：22-1195 
担当：松下優子、嶋岡麻子） 

2 月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター 加藤 麗香 

3 月 22 日（金） 十和隣保館 岡田 佑太 
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３月行事予定＆会議予定 

くぼかわボランティア連絡協議会世話人会 
窪川給食サービス（調理担当：シルバー人材センター）     【13 日】 
大正給食サービス（調理担当：マダム会）           【22 日】 

十和給食サービス（調理担当：支えの会）          【14 日】 
地域食堂・みんなでごはん（小規模多機能ホーム香月）    【16 日】 
しまんとオレンジカフェ（小規模多機能ホーム香月）      【21 日】 

 

多重債務、慰謝料、遺言、土地 財産、家族問題・・・ 

弁護士 。 
無料法律相談 

※予約時にお名前、連絡先、相談の概要

を聞き取りいたします。 

※都合により予約時間の変更などがあ

る場合があります。また、予約が埋ま

れば順次翌月以降の予約となります。 

 
髙井雅秀氏 加藤麗香氏 岡田佑太

窪川地区 ミニサロン３月予定表 
 

 7 日 風らっと川南（社会福祉センター） 

11 日 風らっと東大奈路（東大奈路集会所） 

14 日 風らっと檜生原（檜生原井細ノ郷里） 

18 日 風らっと志和峰（志和峰集会所） 

お申し込み・お問い合わせ⇒電話 22-1195 

担当：市川ひとみ・古谷えり 

十和地区 ミニサロン３月予定表 

      11 日 風らっと十川（十和地域振興局） 

 22 日 風らっと四手崎（四手崎集会所） 

 お申し込み・お問い合わせ⇒電話 28-5331 

担当：弘田麻紀 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の題字は川口小学校六年 山﨑沙羅さんに書いて頂きました 

こんげつ 

＊教室の今後の予定＊ 

場所：小規模多機能ホーム「香月」 

時間：①14：00～ ②15：00～ 
 
・2 月 21 日（木）…対応のポイント 

・3 月 21 日（木）…関係機関の紹介 

＊みなさんお気軽にお越しください。 

 認知症ミニ勉強会をオレンジカフェ内にて、 

5 回コース（11 月～）で開催しています。 

 これまで「認知症とは？」「車の運転」「認知

症予防」について開催してきました。1 回 15

分程度の勉強会です。 

 美味しいケーキやコーヒーを囲んで認知症に

ついて学んでみませんか？？ 

 12 月に、「きよしサンタ基金」の贈呈式が行われ、企業様よりボランティアグループ「手話サー

クルともだち」のみなさんへ贈呈されました。 

 「きよしサンタ基金」は、地域活動や高知県内の各市町村社協と関わりのあるボランティア団体

の活動を応援することを目的とした基金です。 

 今回、基金を頂いた「手話サークルともだち」は、昭和 58 年の発足以来、毎週水曜日にサーク

ル活動を続けられています。手話の普及、啓発活動、聴覚障害者の相談援助活動、福祉教育、各種

イベント等への積極的参加など、幅広い活動実績が認められ贈呈されました。 

 メンバーのみなさんは、「活動の励みになります。」と喜ばれていました。 

 これからも、素敵な活動、頑張って下さい。 



 
 

この事業は、倉庫や押し入れに眠っている貴重な資源に新たな活躍の場が見つかるように、社会福祉協

議会がお手伝いさせていただくものです。 

登録締切は 3 月 25 日となっております。是非ご利用下さい! ただ今、フードプロセッサーを「もろう

てや」、壁掛け時計、瞬間湯沸かし器を「ちょうだいや」と、掲載を待っています。 

尚、もろうてやに登録頂いた物品は、ちょうだいや登録（欲しい相手）が見つかるまでは、お手数です   

が物品をご自身で保管頂くようお願い致します。 

【お問合せ先】 電話 27-1177 担当：佐井 和美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

昨年 10 月 1 日から 12 月 31 日に「赤い羽根共同募金運動」が実施され、四万十町でも多く   
の方にご協力いただきました。心より感謝申し上げます。 
この貴重な浄財は、町内の様々な地域福祉活動などに活用させていただきます。 
「赤い羽根共同募金」は、高知県共同募金会で配分を検討され、次年度に配分を受けるものです。 

 

 

 

 

☆平成３０年度配分実績（7 団体） 

重度障害者社会参加活動、地域の犯罪予防活動、更生施設への援助活動、ボランティア学習 

高齢者の生きがいづくり、自立就労支援、福祉教育、給食サービス、ふれあい郵便 等 
 

 

高知県共同募金会四万十町支会では、平成３１年度赤い羽根共同募金の助成要望を受付します。

平成３１年度の要望分は、平成３２年度の助成となります。 

助成要望の申請には、所定の用紙による申請手続きが必要です。詳しくは、下記担当までお問い

合わせください。 

 

 

 

 
  

平成３１年度ボランティア活動保険のご案内～～  

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中におこる様々な事故からボランティアの方々を補償する保険で

す。ボランティアの方々が安心して活動に取り組むことができるよう、社会福祉協議会で掛け金（Ａプラン 350

円）を負担し、支援しています。加入ご希望のボランティア活動をされている皆さまは、加入手続きをしていた

だきますようお願い致します。 

4 月 1 日から加入を希望される場合は 3 月５日（月）までにお申込み下さい。なお、ボランティア活動保険の

加入期間は平成 3２年 3 月 31 日までとなります。 

個人での申込みや、年度途中の申込みも対応できますのでお気軽にご連絡ください。 

 

【お申し込み・お問い合わせ】電話 22-1195（担当：武内早希子） 

平成 3１年１月 21 日現在 

2,610,834 円 

【お問い合わせ】 

高知県共同募金会四万十町支会事務局（しまんと町社会福祉協議会内）  

担当：芝 卓也 電話 22-1195 

「はたらくこと」への応援をお願いします 

 社会福祉協議会では、生活や住まい、働くことに
関する相談を受けて、就労と自立に向けた支援を
行っています。 

 しかし、すぐに働くことが難しい人には、就労体
験や実習による訓練の場を提供し、就労に向けての
第一歩を踏み出していただくことが大切な支援とな
ります。一緒にご協力していただける個人事業所、
企業、団体を募集しています。 

◆ご協力いただける方へ◆ 
・給与などの支払いは不要です。 
・前述した方を受け入れていただき、

仕事について教えてください。 
・社会性（規則正しい生活習慣、みだ
しなみ、挨拶や礼儀作法など）を身

につけられるようご助言、ご支援を
お願いします。 

規則正しい生活 

挨拶、礼儀作法 

達成感 

 

 ご家庭に食べずに眠っている食品がありました
ら、ぜひご協力をお願い致します。 
 皆様から寄付していただいた食品は経済的に困
窮している方、ＤＶから逃れた方、母子・父子家
庭、求職中の方など、様々な理由で食事に不自由
している個人の方々への支援に活用されます。 
 たったひとつの缶詰でも、空腹を満たす以上の

希望が詰まっています。皆様の家庭から集まった
食品によって、食べる喜びや社会とのつながり、
安心をも届けられます。 

◆寄付していただきたい食品◆ 

・インスタント食品（ラーメン等） 

・レトルト食品（カレーなど） 

・ふりかけ･お茶漬け･のり 

・保存食（缶詰･瓶詰等） 

・麺類･小麦粉等 

・調味料各種 

◆おねがい◆ 

・賞味期限が１ヶ月以上あるもの 

・未開封のもの 

・破損で中身が出てこないもの 

【お問い合わせ】社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会（茂串町 11-30）   

        電話：22-1195・FAX：22-1138 

        Mail：shakyo@shimanto.tv 担当：松下優子、嶋岡麻子 

相談受付：平日（月曜から金曜）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 土日祝日・年末年始はお休みです 

東又小学校カンカン募金寄付のお礼 

日頃から東又小学校では、文化委員会の一環として子供
達同士で募金を呼びかける活動を「カンカン募金」として
行っています。今回、おこづかいの中から少しずつ集めた
募金を 1 月 29 日（火）社会福祉協議会に寄付してくださ
いました。 
 頂いた募金は福祉の為に大切に活用致します。 
本当にありがとうございました。 


